
「いいともあいち推進店」募集・登録の概要 

 

   

 本県農林水産物の理解促進を図り、生産者と消費者の顔の見える関係を構築するため、  

「いいともあいち運動」の趣旨に賛同し、愛知県産農林水産物を積極的に販売する店舗及

び食材として利用する飲食店などを「いいともあいち推進店」として登録。  

 

   
(1) いいともあいちネットワーク会員又はいいともあいちネットワーク会員に加入してい  

る店舗等であること 

(2) 愛知県産農林水産物を積極的に販売する店舗又は食材として利用する飲食店等である  

こと 

(3) 適正な食品表示など、食の安全・安心に努めていること  

 

   
(1) 登録された日から３年を経過した日以後の最初の３月３１日までとする。  

(2) 登録期間終了後、希望する場合は更新できるものとする。  

(3) 更新した場合の登録期間はその後、４年間とする。 

◆考え方◆                            ◆募集・登録の流れ◆ 
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いいともあいち運動推進協議会 

いいともあいち運動推進検討委員会（書面審査含む）  

いいともあいちネットワーク事務局 

＜審 査 会＞ 

食育消費流通課 各農林水産事務所農政課 

＊食育消費流通課又は店舗等の所在地を所管する各農林水産

事務所農政課が窓口 

＜申請及び報告先＞ 
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⑦更新手続 

④登録通知 

⑤資材提供 

⑧更新登録通知 

県産農林水産物を積極的に販売する店舗又は食材として利

用する飲食店等 


